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政令市で初！！本庁舎敷地内にキッチンカーを設置します！ 

 

 さいたま市では、本庁舎敷地内において、政令市では初めてとなる「キッチンカー」

の設置を行い、市民等に対しての新しい食の環境を整えます。 

 

記 

 

１ 概要 

 さいたま市役所本庁舎敷地内の空地を有効活用してキッチンカーを設置することで、

その貸付料が市の収入となるとともに、市民（職員等を含む）に対しては、手軽にその

場で温かな食を提供することができます。また、このことにより、ただ通り過ぎてい

ただけのなんでもない場所を美味しい場所に変え、日々のランチをさらに楽しめる環

境として整えることができます。 

 

２ 設置場所及び実施期間等 

(1) 場 所   本庁舎正面玄関の東側空地に車両を設置する。 

(2) 設 置 台 数   ２台 

(3) 実施時期等   令和元年９月３０日（月）から（午前 11時 ～ 午後 2時） 

（月曜日から金曜日の市役所開庁日） 

 

記者発表資料 

令和元年９月１９日（木） 

問い合わせ先：庁舎管理課 

課長：飯島 光博 

担当：三上、金子 

電話：８２９－１１７３ 

内線：２５７３ 

【設置イメージ】 

◎ キッチンカー 設置場所 

議題３ 


